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序     文 
 

ムスリム・ミンダナオ自治区（Autonomous Region in Muslim Mindanao：ARMM）が設立されて

から 20 年近くが経過し、自治区政府、ドナーの復興・開発への取り組みは行われているものの、

自治区及び自治区内の地方自治体の行政能力の不足が課題となっています。特に各専門分野の実

務・技術の向上、特に中堅職員（テクノクラート）の育成が急務となっています。 
係る状況の下、フィリピン共和国政府からの要請に応えて、独立行政法人国際協力機構（JICA）

では、2008 年 5 月から 2011 年 3 月までの予定で技術協力プロジェクト「ムスリム・ミンダナオ

自治区（ARMM）人材育成プロジェクト」を実施しています。本プロジェクトでは、経済開発、

インフラ開発の中堅職員の技術・実務能力強化とともに、行政規程策定、人事情報管理といった

行政基盤の整備を対象として活動を実施してきています。 
 JICA は今般プロジェクト期間の半分が経過するに際し、これまでのプロジェクトの活動実績等

を確認し、今後の活動の方向性を検討すべく、2009 年 11 月 15 日から 12 月 3 日までの日程で、

当機構国際協力専門員川北博史を団長として中間評価調査を実施しました。 
 今後の協力実施にあたって広く関係者に活用されることを願い、本報告書は上記調査の結果を

取りまとめたものです。 
終わりに本調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に心より感謝申し上げるとともに、引き

続きご支援をお願いする次第です。 
 

平成 21 年 12 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
フィリピン事務所長 松田 教男 
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中間評価要約表 
 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 

分野：ガバナ

ンス 
案件名：ムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）人材育成プロジェクト（AHCDP）

所轄部署：JICA フィリピン事務所 援助形態：技術協力プロジェクト（TCP）（現地国内研修）

協力期間 
2008 年 5 月 19 日 
～2011 年 3 月 31 日 

実施機関：ARMM 政府 
協力機関：知事官房（ORG）、ARMM 貿易産業局（DTI）、
ARMM 公共事業局（DPWH） 

１－１ 協力の背景と概要 

1996年のフィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）とモロ民族解放戦線（MNLF）
との和平合意により、ARMM（5州・1市により構成）が設立された。約412万人が生活する同

地域は、長期にわたる武力紛争の影響でフィリピンの平均貧困率の2倍近くを示し、 も社会経

済発展が立ち遅れている。本格的な復興・開発が遅れている原因としては、MNLFから分派し

たモロ＝イスラム解放戦線（Moro Islamic Liberation Front：MILF）と政府との和平交渉の遅れ、

各種インフラの未整備等が指摘されているが、とりわけ和平合意に基づき、フィリピン憲法上

特別に認められた「自治」の下、権限を委譲されたARMM政府の行政能力不足が障害となって

いる。具体的には、行政の機能不全、元MNLF幹部・兵士を含む新規雇用職員に対する研修不

足、ARMMの具体的な行政権限の委譲及びそれに伴う制度整備の遅れが原因としてあげられて

いる。 
上記を踏まえ、JICAは「ARMM自治区行政能力向上プロジェクト」（2004年12月～2007年3

月）を実施することにより、ARMM政府の幹部及び管理職を対象（総計約440人）に研修参加

者の基礎的な能力向上を支援してきた。この結果、行政及び地域開発の基本的な知識は向上し、

計画立案・運営面では一定の改善がみられるようになった。 
しかしながら、ARMMの行政能力はいまだ多くの課題を抱えており、各専門分野の実務・技

術の向上、特に中堅職員（テクノクラート）の育成が急務となっており、優先課題におけるこ

れら中堅職員の能力向上を目的にTCPの実施がフィリピンより要請され、2008年5月から、日本

政府の平和と復興支援プログラム（ Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and 
Development: J-BIRD）の下、本プロジェクトが開始され、経済開発、インフラ開発の中堅職員

の技術・実務能力強化とともに、前プロジェクトからの継続活動である行政規程策定、人事情

報管理といった行政基盤の整備を対象とした活動を行っている。 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

   自治区政府（ARG）の行政能力が向上し、経済開発が促進される。 
 

(2) プロジェクト目標 

   ARMM政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中間管理職員の能力が育成され

る。 



 
 

(3) 成果（アウトプット） 

（成果1：行政管理） 
1-1 行政規程草案・関連施行細則（IRR）案が作成される。 
1-2 人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入される。 

（成果2：インフラ開発） 
2-1 ARMM/DPWH職員の技術が改善される。 
2-2 ARMM/DPWHにおけるプロジェクト技術者の指導者育成研修（TOT）トレーナーが

訓練される。 
2-3 道路、橋、水システムの建設プロジェクトに関する技術プロポーザルを関係部局が

作成できるようになる。 
（成果3：経済開発） 

3-1 選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。 
3-2 ARMMと県、地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジネス支援情

報サービスを提供できるようになる。 
3-3 職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイスを提供

できるようになる。 
3-4 選定されたハラル製品のためのプロモーションとマーケティングツールが開発され

る。 
 

(4) 投 入 

1）日本側 
専門家派遣：1）総括／経済開発／人材育成、2）副総括／行政管理／人材育成、3）ビ

ジネス支援／人材育成、4）人事情報システム／人材育成、5）インフラ開発／人材育成、

6）研修運営管理／モニタリングの分野で計25.54人月（MM）を投入（第1年次）、2年
次については25.20 MM（2010年3月末時点予定)。 
カウンターパート研修：7名（日本） 

2）フィリピン側 
カウンターパート配置：行政管理30名、人事情報システム（HRIS）41名。インフラ開

発30名、経済開発21名が配置された。 
事務所提供（コタバト市）及びコンピューター施設（土地・建物＝新規建設物件） 

２．評価調査団の概要 

調査者 (1) 日本側評価団員 

団長/総括 川北 博史 JICA 国際協力専門員 
評価企画 小森 剛 JICA フィリピン事務所 企画調査員 
評価分析 古谷 典子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間: 2009 年 11 月 15 日～2009 年 12 月 3 日 評価種類：中間評価 

 
 
 



 
 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標 

プロジェクト終了までにプロジェクト目標は達成されると判断できる。すなわち、

ARMM 政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅職員の能力は育成されつ

つある。 
上述の根拠は、行政管理、インフラ開発、経済開発のそれぞれのアウトプットが産出さ

れ効果が現れつつあることである。分野別に具体的には次のとおりである。第 1 に、行政

管理分野については、テクニカル・ワーキング・グループ（TWG）により行政規程草稿が

知事に既に提出され、アドバイザリー・カウンシルに行政規程草稿の 新版が既に提出さ

れた。行政規程 IRR の策定は開始され、現在議論が活発に行われている（指標 1-1）。HRIS
については、初期入力を終え更新に着手しているのは 3 機関（17 中 3 組織＝17％）だが、

本プロジェクトの研修に参加して人事情報を入力しているという点からいえば、すべての

組織が導入を行っており、今後の活動と目標達成への意欲を基に判断するならば、更新組

織の目標値 75％の達成は不可能ではない（指標 1-2）。教えることができる段階の能力を身

につけつつあるメンバーは、担当者を出すことが望ましいと合意されている知事室の 4 名

を含む 15 人以上であり、システムの内容をよく理解している（指標 1-3）。第 2 に、イン

フラ開発分野については、DPWH 内技術研修のための TOT 指導者の育成状況は、育成さ

れた人数を報告するには時期尚早であるが、技術や経験を獲得した参加者のなかでも、「だ

れが指導者になるのか」とプロジェクトの専門家側に質問をするだけの意識の高さ（自覚）

をもつ者が出てきており、既に指導者としての資質を裏づけるものである（指標 2-1）。ま

た、将来的な DPWH 内での技術研修の導入について、同局の幹部は、研修の普及を図る具

体的構想を保持している（指標 2-2）。さらに、フィージビリティ・スタディ（FS）グルー

プを 3 つのグループ（道路、郡病院、水供給システム）に分けて、各々プロポーザルを作

成中であり、3 つのプロジェクト・プロポーザルが完成し提出されることがプロジェクト

終了までに実現する方向性にある（指標 2-3）。第 3 に、経済開発分野では、営農計画支援

デスクをどの行政レベルに設置するべきかなどの議論を重ねているが、様々な意見が出る

なか、結論を出すには、今後まだ十分な時間をかける必要があるため、これらのプロセス

を進めており、支援デスクが開設されサービス提供が機能する方向性で進んでいる（指標

3-1 及び 3-2）。 
 

(2) アウトプット 

1）アウトプット 1-1：中間評価時点で、行政規程及び IRR の草稿が策定されつつあると判

断できる。その根拠としては、TWG により行政規程草稿が知事に既に提出済み、又、

アドバイザリー・カウンシルに行政規程の 新版が既に提出されており、承認を得るこ

とは、達成可能であると見込まれること（指標 1-1-1）、行政規程 IRR の策定は開始さ

れ活発な議論が現在進行している（指標 1-1-2）ことがあげられる。 
2）アウトプット 1-2：中間評価時点で、人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ

管理が導入されつつあると判断できる。その根拠としては、40 人（参加している職員・



 
 

オペレーターの 95%以上）が、基礎コンピューター運用と人事システムの利用ができ

るように研修を受け（指標 1-2-1）、研修評価は 5 点満点中 4.7 と高く（指標 1-2-3）、研

修成果としての総合テスト結果は研修前に平均点が 100 点満点中 54.2 であったテスト

結果が、研修後 78.1 に上昇（指標 1-2-4）、更には、HRIS データベースと学習教材が修

正された（指標 1-2-6）ことがあげられる。本プロジェクトの研修に参加してすべての

組織（17 中 17 組織）が人事情報入力を実施しており、目標値 80％を超える 100％の

HRIS導入となっている（指標 1-2-2）。研修後の参加者による実践改善度合い（指標 1-2-5）
については、今後の状況を見極めることになる。 

3）アウトプット 2-1：中間評価時点で、DPWH-ARMM 職員の技術的資質が向上しつつあ

ると判断できる。その根拠としては、DPWH から 15 名が研修を受け、その参加者の研

修満足度が高いこと（指標 2-1-2）、研修参加者のインフラ実施管理運営に関する理解と

スキルに関しての水準が、研修前後の比較で大きく上昇していること（指標 2-1-3）が

あげられる。DPWH インフラ管理グループ参加者の 80％が「プロジェクト・エンジニ

ア」と同等の水準に上昇する（指標 2-1-1）、参加者のインフラ管理スキルの現場への応

用が拡大し効果的なものとなる（指標 2-1-4）については、現在その方向性に向って進

捗している。 
4）アウトプット 2-2：中間評価時点で、DPWH-ARMM 内に、プロジェクト・エンジニア

を育成するための TOT の指導者が訓練されてきていると判断できる。その根拠として

（指標 2-2-1、指標 2-2-2、指標 2-2-3、指標 2-2-4、指標 2-2-5、指標 2-2-6）は、今後の

活動を踏まえて判断する必要があるが、研修で指導をする専門家の目から判断して、指

導者としての能力を備えている人材が出てきているとの報告があげられる。 
5）アウトプット 2-3：中間評価時点で、道路・橋・水システムなどの建設プロジェクトの

ための技術的プロポーザルを書くために関連諸機関が能力強化されつつあると判断で

きる。その根拠としては、DPWH-ARMM 及び ARMM 関連組織から 14 名がパート I：
基礎コース：プロジェクト・プロポーザル（FS）作成の研修に参加し、目標達成観点

からの満足度及び研修の質という観点において極めて高い評価をしている。また、

DPWH 及び ARMM 関連組織からの 14 名が「プロジェクト・コンセプト・ペーパー作

成」の研修に参加し、目標達成観点からの満足度及び研修の質という観点において高い

評価をつけている（指標 2-3-1 及び指標 2-3-2）。研修参加者の理解度とスキルの向上度

は、パート I について、研修前 64 点満点中 13.57 から、研修後 41.29 にまで上昇した

（指標 2-3-3）。（指標 2-3-4）については今後の見極めによる。 
6）アウトプット 3-1：中間評価時点で、選定ハラル製品のためのアクションプランが策定

されている。ヤギ生産が特定され、それに基づいたプランとなっている。 
7）アウトプット 3-2：中間評価時点で、ARMM／県事務所において選定ハラル製品のビジ

ネス支援情報サービスを提供するために職員が能力強化されつつあると判断できる。そ

の根拠としては、TWG メンバーが研修とフォロースルー活動に高い参加率（9 割前後）

で参加していること、これらの研修に関して、参加者の研修満足度が高いこと（指標

3-2-2）、又、研修後の参加者の理解とスキルは向上していること（指標 3-2-3）があげ

られる。研修後の参加者の実践改善度（指標 3-2-4）、3 人の TOT 指導者としての訓練



 
 

受講（指標 3-2-5）、TWG メンバー以外の 20 人の職員が TOT 指導者による試験的研修

の受講（指標 3-2-6）、ビジネス支援職員のためのガイドが開発されること（指標 3-2-7）、
は今後の活動による。 

8）アウトプット 3-3：中間評価時点で、選定ハラル製品の生産・加工・品質管理について

の技術支援を供与するために、職員が能力強化されつつあると判断できる。その根拠と

しては、生産・加工・品質管理コントロール研修コースの一環として「ハラル認定」研

修が成功裏に実施され、経済開発 TWG メンバーの 20 名がこれを受講したこと（指標

3-3-1）、研修受講者の研修に対する満足度が高いこと（指標 3-3-2）、研修受講者の研修

後の理解とスキルの改善度が高いこと（指標 3-3-3）、試験的 TOT が開始され TOT 指導

者として職員が訓練されつつあること（指標 3-3-5）があげられる。研修後の研修受講

者の実践改善度（指標 3-3-4）、TWG メンバー以外の 20 人の職員が、指導者による試行

的な研修を受講すること（指標 3-3-6）、学習教材及び促進教材が作られること（指標

3-3-7）については、今後の活動による。 
9）アウトプット 3-4：中間評価時点で、選定ハラル製品の促進とマーケティングのための

道具・キットが生産されつつあると判断できる。その根拠としては、全員が受講してい

ることから、経済開発 TWG メンバーの 80％が、ハラル製品促進とマーケティングの研

修コースで訓練を受けるという目標値は達成していること（指標 3-4-1）、参加者の研修

への満足度が極めて高いこと（指標 3-4-2）があげられる。研修後の参加者の理解度と

スキルの向上（指標 3-4-3）も研修後のテスト結果で今後確認される。研修後の参加者

の実践改善度合いについては、今後の経過により判断され（指標 3-4-4）、現在試験的研

修が進捗しつつある、職員の TOT 指導者としての訓練状況（指標 3-4-5）や TWG メン

バー以外の 20 人の職員が TOT 指導者による試行的な研修を受講すること（指標 3-4-6）
は今後の活動による。販促材料の開発は現在検討が進んでおり、 終的な販促材料の開

発（指標 3-4-7）及び実験的なマーケティング活動の実施（指標 3-4-8）は、今後の活動

である。 
 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

事前評価時に確認された妥当性判断根拠につき変更がないことが、今般調査で再確認さ

れ、妥当性は高いと判断される。すなわち、第 1 に、「ミンダナオの和平と開発」はフィリ

ピン政府（GoP）中期開発計画の重点課題のひとつであり、ARMM 政府の行政能力不足は

当該課題解決の障害と認識されている。第 2 に、日本政府（GoJ）は、国別援助計画の優

先課題のひとつとして「ミンダナオの平和と安定への支援」を掲げている。なかでも ARMM
政府の行政強化を優先課題としている。第 3 に、ARMM は、長年にわたる紛争の結果、組

織としても個人としても十分な教育訓練や実務経験を積む機会がなく、組織全体として著

しい能力不足がみられるが、幹部職員は政治任命のため短期（3 年単位）で交代する可能

性が高い一方、中堅職員は常勤で長期の勤務経験があり、ARMM の行政能力向上には中核

となる集団である。本プロジェクトのターゲット・グループである中堅職員のニーズが明

白である。 
 



 
 

(2) 有効性 

中間レビューの行われた時点において、プロジェクト目標の達成見込み（上述のとおり）

は十分に高いといえる。同時に、その効果が行政管理、インフラ開発、経済開発のそれぞ

れのアウトプットが産出された結果として起こっていることが分析されることから、有効

性は、非常に高いと判断できる。 
3 分野別にアウトプットがどのような効果に結びついているのかについて、行政管理分

野では、行政規程及び IRR の草稿が策定されつつあり（アウトプット 1-1）、人事情報を集

め編集し広く提供するためのデータ管理が導入される（1-2）準備が進んでいる。インフラ

開発分野では、DPWH 職員の技術的資質が向上し（2-1）つつあり、DPWH-ARMM 内に、

プロジェクト・エンジニアを育成するための指導者研修の指導者が訓練され（2-2）つつあ

り、道路・橋・水システムなどの建設プロジェクトのための技術的プロポーザルを書くた

めに適切なる諸機関が能力強化されつつある（2-3）。経済開発分野では、選定ハラル製品

のためのアクションプランは既に策定され（3-1）、ARMM／県事務所において選定ハラル

製品のビジネス支援情報サービスを提供するために職員が能力強化されつつあり（3-2）、
選定ハラル製品の生産・加工・品質管理についての技術支援を供与するために、職員が能

力強化されつつあり（3-3）、選定ハラル製品の促進とマーケティングのための道具・キッ

トが生産されつつある（3-4）。 
この結果として、ARMM 政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅職員の能

力は育成されつつある。 
 

(3) 効率性 

発現しつつある効果の大きさと投入の大きさを比較すると、効率性に関する問題は見つ

からず適切である。活動としては研修が中心であり、高額の機材投入などはなされていな

い。投入のタイミングとして、コンピューター施設の建設が遅れたことで関連活動に影響

が出たが、現時点では建設が完成し、今後の活動で遅延は取り戻されつつある。 
日本人派遣に関し、渡航制限の係るコタバトではなくダバオにおいて実施した結果、コ

タバトでの活動が中止された場合でもダバオでの機能を保持できたため、プロジェクト活

動全体を中断せずに進められたことから、無駄を省くことができたという点で、ダバオ拠

点は効率性を高めることに貢献している。 
 

(4) インパクト 

いくつかのプラスの効果が得られ、又発展しつつあることが確認され、プロジェクトの

正のインパクトは以下のとおり強いと見込まれる。 
意図された中長期的な正のインパクトとしての上位目標「ARMM 政府の行政能力が向上

し、経済開発が推進される」は外部条件が満たされるならば、プロジェクト終了後数年を

かけて達成されることに、関係者のほとんどが肯定的な意見をもっている。 
具体的に、行政管理分野では、「行政規程及び IRR の実施」が将来的実現する可能性は

高いという意見が関係者の意見であり、参加している省庁すべてが、プロジェクトの研修

のなかで HRIS のアップデートを開始している。インフラ開発分野では、FS への需要が極



 
 

めて強いこともあり、自治区政府（ARG）により実施される FS 数は増加するであろうと

関係者はみている。さらに、経済開発分野においては、ハラル産品のアドボカシーが進む

なか、認定ハラル産品の増加が見込め、「ARMM 内における対象商品の総売上げ上昇」や

「家畜など対象商品を生産する小規模・零細農家がビジネスをより効果的に運営できるよ

うになる」ことと、当該分野の有識者は考えている。 
また、予想しなかった正のインパクトとして、チームワーク、組織間の協働、職員の自

信の醸成といった事象も現れてきている。負のインパクトは特に観察されない。 
 

(5) 自立発展性 

自立発展性は、今後 ARMM 独自に実施する研修の具体化やそれに伴う予算措置などの

一定の条件が整えば確保できると見込まれる。 
 

 1） 組織的・政策的自立発展性 

一プロジェクトの TWG としての本プロジェクトの TWG が解散されたとしても、TWG
のメンバーは関連省庁の幹部を含めた中堅職員から構成されており、実質的な行政の推

進力として存続していく。現時点で本プロジェクト成果の継続的支援の政治的意思が表

明されている。 
 2） 財政的自立発展性 

予算の確保、財政支援の継続性については、ARMM のみで十分に対応できる内容を仕

込んでいることから、各組織の業務に組み込んで、必要予算の確保に注力することが課

題である。 
 3） 技術的自立発展性 

技術移転のペースは時間を要するものの着実に中堅職員は知識・経験を積み重ねてき

ており、技術は移転されつつある。行政管理分野では、法律分野の専門家ではない人材

が、大学の法律学位を取るほどの内容で、相当な知的訓練を積み重ねた結果、今では組

織図を見ただけで、その業務分担・機能などを想定することができるようになったとの

報告もある。HRIS についても、人に指導できる段階（厳密には、現段階ではその可能

性）の人々も相当数出てきている。インフラ分野については、プロポーザル書きや現場

監督での視点・助言など各自の日常業務に生かされつつある。経済開発分野については、

試験的な TOT が開始されたばかりだが、研修参加者は実際に農家を訪問し支援するとい

う活動のなかで、関係者は自信をもって助言指導ができるようになってきている。 
また、養成・能力強化された中堅職員の ARMM 政府（各部署）への定着度は高い。

TWG メンバーの非関連部署への異動は 1 名にとどまっている。 
ARMM 政府自身による人材育成・能力強化の研修計画については、今後の課題である

が、本プロジェクトの成功裏な進捗に伴い、更なる研修への期待が高まっている環境の

なかで、研修講師育成の重要は高まっている。 
 
 

 



 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

● 特になし 
 

(2) 実施プロセスに関すること 

● 【ARMM 側プロジェクト関係者の熱意と参加への工夫】日常業務との両立のためのスケ

ジュール調整 
● 【TWG メンバーの的確な人選】 各局において業務を推進していく実質的能力及び意欲

のあるメンバーを人選 
● 【研修インターバルの活用】研修のインターバルに行う次期研修への準備（各職場での

議論や次期研修までの準備など） 
● 【能力強化のための適切なアプローチ】 

TOT とフォロースルー活動を組み合わせた点、ダバオを研修地にすることで紛争地域の

制約を排除したこと。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

● 特になし 
 

(2) 実施プロセスに関すること 

● 治安の観点から日本人専門家の訪問できる地域に制約があることや活動の突然の中断、

時折起こる武力事件によるカウンターパートの集中力がそがれることなど 
 

３－５ 結 論 

 紛争地域という特殊環境にありながら、プロジェクトの活動は、関係者の努力により前進

している。特に、関係者間への事前の説明や信頼関係づくり、柔軟な発想で安全確保のうえ

で活動継続に対応するなどの努力は特筆に値する。中間評価時点で、行政管理、インフラ開

発、経済開発のそれぞれのアウトプットが産出され効果が現れつつある。ARMM 政府の行政

管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅職員の能力は育成されつつある。今後、自立発展

性を確保するための中間評価団の提言を考慮のうえ、予定している活動を実施するならば、

プロジェクト終了までにプロジェクト目標は達成されると判断できる。 
 

３－６ 提言と教訓 

３－６－１ 行政管理 
(1) 人事情報管理システム（HRIS）オペレーター育成の手順とその資質等の更なる明確化

HRIS オペレーターは、単なるインストラクターではなく、今後 ARMM 内におい HRIS
を稼動させていくうえでのリソースパーソンとしての活躍が期待される。この点からも、

中間評価以後において、16 名のインストラクター候補者からいかにインストラクターを

選出し、彼らに具体的にどのような資質・能力・役割を求めていくのかを、フィリピン



 
 

側・日本側によって早期に決めていく必要がある。 
 

(2) 人事情報管理システム（HRIS）及びコンピューター施設・機材を含めた更新・管理体

制の明確化 
ARMM 政府各省の HRIS の更新サイクル及び活用方法等を明確化するとともに、それ

らを円滑に実施していくために、新しく建設されたコンピューター施設をどのように活

用していくかを、ARMM カウンターパート・日本人専門家の間で協議し、活用計画の策

定を行う必要がある。 
 

３－６－２ インフラ開発 
(1) トレーナー育成の手順とその資質等の更なる明確化 

本トレーナーは、単なるインストラクターではなく、今後 DPWH-ARMM における様々

な公共事業実施の支援及び監督を行っていくうえでのリソースパーソンとしての活躍が

期待される。この点からも、中間評価以後において、15 名のトレーナー候補者からいか

にトレーナーを選出し、彼らに具体的にどのような資質・能力・役割を求めていくのか

を、フィリピン側・日本側によって早期に決めていく必要がある。 
 

３－６－３ 経済開発 
(1) ハラル製品に関するビジネスサポートデスク（仮称）に関しての協議・明確化 

中間評価において、当該センターに関しての協議が始まったと報告があった。残され

た活動可能な時間からも、今後は、協議の推進と当該センターの正式名称・所属組織・

業務内容・人員配置等に関してフィリピン側・日本側の双方において、早期に明確化し

合意することが必要と思われる。また、活動の一環としてトレーナー・ガイドブック等

も作成される予定になっているので、それらとセンターの役割等の関連づけに関しても

注意してほしい。 
(2) ハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイス業務に関しての明確化 

中間評価において、当該技術アドバイスに関しての実験的な事業が始まったと報告が

あった。残された活動可能な時間からも、今後は、実験的事業からの教訓の抽出を着実

に実施し、当該技術アドバイス業務の実施組織・業務内容・人員配置等に関してフィリ

ピン側・日本側の双方において、早期に明確化し合意することが必要と思われる。また、

活動の一環としてトレーナー・各種教材等も作成される予定になっているので、それら

とアドバイザー業務の関連づけに関しても注意してほしい。 
 

３－６－４ 自立発展性確保 
(1) 紛争影響地域内にある本プロジェクト終了後を見据えて、ARMM 地域内でプロジェク

トの成果が自立発展性増大を確保できる形での事業運営。 
紛争影響地域内にあり、1990 年の設立以来武力衝突や紛争の影響を受け、現在もなお

対象地域の治安状況は極めて不安定であるプロジェクトサイトにおいて、本プロジェク

トは活動を 1 歩ずつ各自に実施してきたといえる。今後は、プロジェクト終了後を見据



 
 

えて、ARMM 地域内でプロジェクトの成果が自立発展性を少しでももてるような形で事

業を運営していくことが望まれる。また、JICA プロジェクトによって、ARMM 政府内

に新たな業務を追加するということであれば、量の多少を問わず追加の人員・予算等の

必要性が発生することからも、終了に向けた十分な配慮が必要と思われる。 

 



 
 

第１章 評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

1996年のフィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）とモロ民族解放戦線（MNLF）と

の和平合意により、ムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）（5州・1市により構成）が設立され

た。約412万人が生活する同地域は、長期にわたる武力紛争の影響でフィリピンの平均貧困率の2
倍近くを示し、 も社会経済発展が立ち遅れている。本格的な復興・開発が遅れている原因とし

ては、MNLFから分派したモロ＝イスラム解放戦線（Moro Islamic Liberation Front：MILF）と政府

との和平交渉の遅れ、各種インフラの未整備等が指摘されているが、とりわけ和平合意に基づき、

フィリピン憲法上特別に認められた「自治」の下、権限を委譲されたARMM政府の行政能力不足

が障害となっている。具体的には、長年の紛争による行政の機能不全、元MNLF幹部・兵士を含

む新規雇用職員に対する十分な研修が行われていないこと、ARMMの具体的な行政権限の委譲及

びそれに伴う制度整備が遅れていることが原因としてあげられている。 
上記を踏まえ、JICAは「ARMM行政能力向上プロジェクト」（2004年12月～2007年3月）を実

施することにより、ARMM内の各組織における幹部及び管理職を対象（総計約440人）に組織横

断的に幅広く研修の機会を与え、研修参加者の基礎的な能力向上を支援してきた。このプロジェ

クトでは知事をはじめ、各部局の主要幹部クラスには政策立案及びリーダーシップ・組織運営の

基礎に関する研修を実施し、中間管理職に対してはプロジェクト・マネージメントを中心に研修

を行った。さらに 終年度にはARMMの優先5課題（経済開発、インフラ開発、行政管理、平和

と秩序、社会開発）について、各課題の問題分析、問題解決に必要な対策の検討等を支援した。

この結果、行政及び地域開発の基本的な知識は向上し、計画立案・運営面では一定の改善がみら

れるようになった。 
しかしながら、ARMMの行政能力はいまだ多くの課題を抱えており、各専門分野の実務・技術

の向上、特に中堅職員（テクノクラート）の育成が急務となっており、優先課題におけるこれら

中堅職員の能力向上を目的に技術協力プロジェクト（TCP）の実施がフィリピンより要請された。

JICAは2007年9－10月に事前評価調査団を派遣し、2008年3月5日に討議議事録（R/D）に署名した。

本プロジェクトは、日本政府（GoJ）の平和と復興支援プログラム（Japan-Bangsamoro Initiatives for 
Reconstruction and Development: J-BIRD）の下、2008年5月19日から2011年3月末までの予定で、経

済開発、インフラ開発の中堅職員の技術・実務能力強化とともに、前プロジェクトからの継続活

動である行政規程策定、人事情報管理といった行政基盤の整備を対象として活動を開始した。 
 今般、プロジェクト期間の約半分が終了したことから、これまでのプロジェクト活動実績・経

緯の検証及び評価5項目に沿った評価を行うとともに、今後の活動に向けた提言を取りまとめる目

的で、中間評価を実施することとした。 
 
１－２ 調査団の構成と調査期間 

１－２－１ 調査団の構成 
団長/総括 川北 博史 独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員 
評価企画 小森 剛 独立行政法人国際協力機構 フィリピン事務所 企画調査員 
評価分析 古谷 典子 グローバルリンクマネージメント株式会社 
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１－２－２ 調査期間 
2009 年 11 月 15 日～12 月 3 日。調査日程詳細は付属資料 2「評価報告書 Annex1」のとおり。 

 
１－２－３ 主要面談者 

付属資料 2「評価報告書 Annex2」のとおり。 
 
１－３ 対象プロジェクトの概要 

 １－３－１ 協力期間 
2008 年 5 月 19 日～2011 年 3 月 31 日（3 年間） 
 

 １－３－２ 実施機関・協力機関 
  実施機関：ARMM 政府 

協力機関：分野ごとにテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）を設置 
(1) 行政管理分野：知事官房（ORG）と Administrative Code TWG 
(2) 経済開発分野：ARMM 貿易産業局（DTI）（DTI-ARMM）と TWG 
(3) インフラ開発分野：ARMM 公共事業局（DPWH）（DPWH-ARMM）と TWG 

 
 １－３－３ プロジェクト対象地域・対象グループ 
  ARMM：マギンダナオ、南ラナオ、バシラン、スールー、タウィ・タウィの 5 州及びマラ

ウィ市 
 

１－３－４ プロジェクトの要約 
 (1) 上位目標 

ARMM政府の行政能力が向上し、経済開発が促進される。 
 

 (2) プロジェクト目標 

ARMM政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中間管理職員の能力が育成され

る。 
 

 (3) 成果（アウトプット） 

（成果 1：行政管理） 
1-1 行政規程草案・関連施行細則（IRR）案が作成される。 
1-2 人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入される。 

（成果 2：インフラ開発） 
2-1 DPWH-ARMM 職員の技術が改善される。 
2-2 DPWH-ARMM におけるプロジェクト技術者の指導者育成研修（TOT）トレーナー

が訓練される。 
2-3 道路、橋、水システムの建設プロジェクトに関する技術プロポーザルを関係部局が

作成できるようになる。 
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（成果 3：経済開発） 
3-1 選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。 
3-2 ARMM と県、地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジネス支援情

報サービスを提供できるようになる。 
3-3 職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイスを提供

できるようになる。 
3-4 選定されたハラル製品のためのプロモーションとマーケティングツールが開発され

る。 
 

（4） 活 動 

（行政管理） 
1-1 行政規程及び細則策定に関する各種ワークショップの実施 
1-2 人事情報システムデータベースの設計、人事情報管理の基礎及びデータベース操作

方法に関する研修の実施 
（インフラ開発） 

2-1 プロジェクト技術者養成研修の実施、技術者資格制度の導入 
2-2 プロジェクト技術者養成研修局内研修の実施 
2-3 プロポーザル作成研修の実施、研修員による試行的なプロポーザル作成（演習形式

による実践） 
（経済開発） 

3-1 産業振興に関する導入研修、対象ハラル産品の選定、現状分析、アクションプラン

の策定 
3-2 現状分析及びアクションプランに基づいたグループごとの研修 

 
１－３－５ プロジェクト実施体制 

本プロジェクトの実施体制は図１－１のとおりである。 
 

プロジェクト・ディレクター※

地域計画開発局(1名) ※

プロジェクト・マネージャー※

行政管理TWG 経済開発TWG インフラ開発TWG

メンバー： メンバー： メンバー：

グループ長（1名）※ グループ長（1名）※ グループ長（1名）※

副グループ長（1名）※ 副グループ長（1名）※ 副グループ長（1名）※

行政規程TWGのメンバー(28名) 経済開発TWGのメンバー(18名) インフラマネジメントTWGのメンバー（14名)

HRISTWGのメンバー(４０名) F/S作成TWGのメンバー（14名)

※はJCCメンバー

JICAチーム

 
図１－１ プロジェクト実施体制 

－3－



 
 

第２章 評価の方法 

 
本評価では、『改訂版 JICA 事業評価ガイドライン』に基づき、評価の枠組みとしてプロジェク

ト･サイクル･マネージメント(PCM)の評価手法を使用した。PCM を用いた評価は、（1）プロジェ

クト･デザイン･マトリックス(PDM)（プロジェクトの諸要素を論理的に配置したプロジェクトの

概要表)に基づいた評価のデザイン、（2）プロジェクトの実績を中心とした必要情報の収集、（3）
｢妥当性｣「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」という 5 つの評価の観点(評価 5 項目)

からの収集データの分析、（4）分析結果からの提言･教訓の導出及び報告、という流れからなって

いる。今回の評価調査でもこの流れを踏まえ調査を行った。 

 
２－１ 評価設問と必要なデータ・評価指標 

 本評価調査は、「JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）」に沿って、PCM 手法で用いられる PDM
を活用し、評価設問を設定した。 

「プロジェクト実績（投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度）」「実施プロセス」

「評価 5 項目」について、それぞれ調査項目を設定した。本終了時評価で重要な調査項目は次の

とおりである〔評価レポート付属資料 2「評価報告書 Annex3（評価グリッド）」参照〕。 

 

表２－１ 主な調査項目 

  評価設問 評価 

項目 大項目 小項目 

プロジェクト目標達成の

見込みはあるか？ 

「ムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分

野の中堅職員の能力が育成され」てきているか。まだ、できていない場合は、2009 年 2

月（プロジェクト終了時）までにできる見込みはあるか？ 

上位目標達成の見込みは

あるか？ 

投入・アウトプットの実績やプロジェクト目標達成見込み、活動の状況に照らし合わせ

て、上位目標〔ARMM 政府の行政能力が向上し、経済開発が推進される〕は、プロジェ

クトの効果としてプロジェクト終了後 3～5 年前後で発現が見込まれるか？ 

アウトプットは計画どお

り産出されているか？ 

1 行政規程及び施行細則（IRR）の草稿が策定されているか？ 

2 「人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ管理が導入され」ているか？ 

3 「公共事業局（DPWH）職員の技術的資質が向上」しつつあるか？ 

4 「DPWH-ARMM 内に、プロジェクト・エンジニアを育成するための指導者育成研修

（TOT）の指導者が育成され」つつあるか？ 

5 「道路・橋・水システムなどの建設プロジェクトのための技術的プロポーザルを書く

ために適切なる諸機関が能力強化され」つつあるか？ 

6 「選定ハラル製品のためのアクションプランが策定される」 

7 「ARMM／県事務所において選定ハラル製品のビジネス支援情報サービスを提供す

るために職員が能力強化され」つつあるか？ 

8 「選定ハラル製品の生産・加工・品質管理についての技術支援を供与するために、職

員が能力強化され」つつあるか？ 

9 「選定ハラル製品の促進とマーケティングのための道具・キットが生産され」つつあ

るか？ 

１ 

実
績
の
検
証 

投入は計画どおりか？ 投入は計画どおりに行われたか？ 

－4－



 
 

  評価設問 評価 

項目 大項目 小項目 

活動は計画どおりに実施

されているか？ 

活動は計画どおりに行われているか？ 

実施上の課題とこれまで

の取り組みに問題はない

か？ 

プロジェクトの運営実施上の課題は何で、これまでの取り組みとその経緯はどのような

ものか？ 

実施体制と関係部署との

連携・調整に問題はない

か？ 

実施体制に問題はないか？ 

参画している組織や関連組織及びアクターの連携・調整状況はどのようになっている

か？ 

カウンターパートの業務

遂行状況 

数・配置時期・能力（専門性・経験）は適切か？ 

コミュニケーション（語学技術に限定されない総合的な能力）に問題はないか？ 

カウンターパートの積極性はあるか？ 

２ 

実
施
プ
ロ
セ
ス
の
検
証 

関係者のプロジェクトへ

の参加度合い・認識度は高

いか？ 

ARMM 政府におけるプロジェクト参画組織のプロジェクトに対するオーナーシップは

高いか？ 

行政能力強化分野におけ

る本プロジェクトの必要

性は高いか？ 

行政能力強化（特に行政管理、インフラ開発、経済開発分野）における人材育成・能力

強化戦略との適合性はあるか？ 

日本の開発援助政策との

適合性はあるか？ 

日本の国別援助計画の内容と整合しているか？ 
３ 

妥
当
性 受益者（直接・間接）のニ

ーズはあるか？ 

プロジェクトで対象としたカウンターパート機関（分野）の選定は適切か？ 

提供する研修〔ワークショップオンザジョブトレーニング（OJT）含む〕内容と中堅職

員の育成ニーズは整合しているか？ 

プロジェクト目標の達成

度は十分か？ 

アウトプット達成状況とプロジェクト目標達成見込み参照。 
４ 

有
効
性 

阻害・貢献要因、アウトプ

ット・外部条件との因果関

係 

アウトプットはプロジェクト目標を達成するために十分であるか？ 

阻害・貢献要因と考えられるものはあるか？ 

「投入」は適正な度合い

か？ 

カウンターパートの配置、供与施設、プロジェクト運営費はアウトプット達成に十分で

適正な度合いか？ 

カウンターパートの業務管理体制に問題はないか？ 

専門家派遣、研修員受入れに問題はないか？ 

「アウトプット」の達成度

は十分か？ 

「プロジェクト実績」に既述。 

５ 

効
率
性 

プロジェクトの実施・支援

体制に課題はあるか？ 

プロジェクト・ワーキングチームの会合、合同調整委員会の実施状況はどうか？ 

日本側の支援体制の状況（JICA 事務所・本部、業務実施受託コンサルタント会社）に課

題はあるか？ 

現時点で上位目標「ARMM

政府の行政能力が向上し、

経済開発が推進される」は

達成されると見込まれる

か？ 

プロジェクト実績に既述。 

上位目標以外のプラスの

影響はあるか？ 

プラスの波及効果の事例はあるか？ 

６ 

イ
ン
パ
ク
ト 

マイナスの影響は出てい

るか？ 

マイナスの波及効果はあるか？ 
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  評価設問 評価 

項目 大項目 小項目 

組織・政策面から自立発展

性が見込まれるか？ 

プロジェクトの継続実施体制、ARMM 政府におけるテクニカル・ワーキング・グループ

（TWG）の今後の位置づけは今後どうなるか？ 

財政面から自立発展性が

見込まれるか？ 

予算の確保、財政支援の継続性は存在するか？ 

技術面から自立発展性が

見込まれるか？ 

ARMM 政府の中堅職員への技術は移転されつつあるか？ 

養成・能力強化された ARMM 政府の中堅職員の ARMM 政府（各部署）への定着度は高

いか？ 

ARMM における、更なる人材育成・能力強化の研修計画は策定されるか？ 

７ 

自
立
発
展
性 

その他 本プロジェクトで開発された研修プログラムや OJT が、継続実施されるために必要な条

件など。 

 
２－２ データ収集・分析方法 

２－２－１ 概 要 
具体的な手順としては、以下のとおりである。まずは、プロジェクトの概要表である PDM

を基に調査項目を設定し（2-1）、更に、それぞれの項目に対する情報収集・分析を実施した

（3-1）。これらの結果を踏まえ、プロジェクト終了後の自立発展性を確保するために、いく

つかの提言を合同調整委員会で協議し、ミニッツ（M/M）を締結した。評価結果については

第 3 章、4、5 章に後述する。 
評価 5 項目のそれぞれが示す内容は以下のとおりである。 
 

(1) 妥当性 

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、評価を実施する

時点において妥当か（受益者のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切

か、相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当

か等）を確認する。 
 

(2) 有効性 

アウトプットが創出された結果としてプロジェクト目標が達成されているかどうかを

確認する。プロジェクトの実施により、本当に受益者若しくは社会への便益がもたらされ

ているのかを確認することにつながる。 
 

(3) 効率性 

プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているかを確認す

る。 
 

(4) インパクト 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果を確認する。

予測していなかった正・負の効果・影響を含む。 
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(5) 自立発展性 

援助終了後も、プロジェクトにより発現した効果が持続していく見込みがあるかどうか

を確認する。 

 
２－２－２ 調査手法 

前述の調査項目について、以下の方法に基づき情報を収集した。 
(1) 文献資料調査 

事前評価調査報告書、討議議事録（R/D）、M/M、PDM、P/O 等のプロジェクト計画文書、

モニタリング報告書、技術協力プロジェクト（TCP）事業進捗報告書、その他プロジェク

ト関連資料 
 

(2) 質問票及び質問票に基づくインタビュー調査 

● 質問票に基づく TWG メンバー（カウンターパート）へのインタビュー 

● カウンターパート機関へのインタビュー 

● 研修活動に協力しているリソースパーソンへのインタビュー 

● 在任中の日本側専門家（チーフアドバイザー、各分野専門家）に対する質問票調査と個

別インタビュー 

 

(3) 直接観察 

プロジェクト研修へのオブザーバー参加によるプロジェクト活動観察、開発された研修

教材や成果物の閲覧、調達された資機材の視察。 
 

２－３ 評価調査の制約・限界 

２－３－１ 調査実施期間中の制約 
プロジェクト活動の繁忙期である研修期間と中間レビューのための調査活動時期が重な

ったことから、聞き取り対象者となるカウンターパートからのインタビュー時間が短時間1と

なった。また、本調査期間中である 11 月 23 日にもマギンダナオ州知事選挙に関連した虐殺

事件が発生し、安全確保の観点からミンダナオ地域への日本人の渡航制限が発生したことか

ら、当初の現地調査日程が一部変更2され、カウンターパートとの協議3が時間的に限られた

ものとなった。 
 

                                                        
1  これは、関係者の安全確保の観点から、カウンターパートが日常の業務地としているコタバト市ではなく、ダ

バオ市において行われている研修に合わせて中間評価のための聞き取りを設定したことによる。一方で、活動

の も集中した状態である研修受講の時期と並行して聞き取りが行われることで、プロジェクト活動に支障を

来さないように評価のための聞き取りを実施するというジレンマが存在した。 
2  平和構築や紛争地域の特殊性に関連する関係者の意識変化などに関して、調査後半に聞き取りにより情報を得

られる可能性が期待されていたが、そのための時間が今般の事件による日程変更で削除された。 
3  中間評価において ARMM 側の責任者であるプロジェクト・ディレクターは、今般事件の関係によりマニラで

の協議及び署名式に参加できない事態となった。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 
３－１ 投入実績、アウトプットの実績 

３－１－１ 投入実績 
（1） 日本側 

専門家派遣：1）総括／経済開発／人材育成、2）副総括／行政管理／人材育成、3）ビ

ジネス支援／人材育成、4）人事情報システム／人材育成、5）インフラ開発／人材育成、

6）研修運営管理／モニタリングの分野で 7 名、計 25.54 人月（MM）を第 1 年次に投入し

た。第 2 年次については 25.20 MM（2010 年 3 月末時点予定）を投入中である。 
 

３－１－２ 成果（アウトプット）の達成状況 
プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に示される内容に沿って、アウトプット

は創出されつつある。各アウトプットについては以下のとおりである。 
 

アウトプット 1-1： 行政規程及び施行細則（IRR）の草稿が策定される。 
中間評価時点で、行政規程及び IRR の草稿が策定されつつあると判断できる。その根拠

としては、テクニカル・ワーキング・グループ（TWG）により行政規程草稿が知事に既に

提出済み、又、アドバイザリー・カウンシルに行政規程の 新版が既に提出されており、

承認を得ることは達成可能であると見込まれること（指標 1-1-1）、行政規程 IRR の策定は

開始され活発な議論が現在進行していること（指標 1-1-2）があげられる。 
 

アウトプット 1-2： 人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ管理が導入される。 
中間評価時点で、人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ管理が導入されつつ

あると判断できる。その根拠としては、40 人（参加している職員・オペレーター41 人中

40 人＝95%以上）が、基礎コンピューター運用と人事システムの利用ができるように研修

を受け（指標 1-2-1）、研修評価は 5 点満点中 4.7 と高く（指標 1-2-3）、研修成果としての

総合テスト結果は研修前に平均点が 100 点満点中 54.2 であったテスト結果が、研修後 78.1
に上昇（指標 1-2-4）、更には、人事情報システム（HRIS）データベースと学習教材が修正

された（指標 1-2-6）ことがあげられる。参加機関の 80％が HRIS を導入するかどうか（指

標 1-2-2）については、本プロジェクトの研修に参加して人事情報を更新しているという点

からいえば 100％、すなわち、すべての組織（17 中 17 組織）が導入していると表現でき

る。また、研修後の参加者による実践改善度合い（指標 1-2-5）については、今後の状況を

見極めることになる。 
 

アウトプット 2-1： 公共事業局（DPWH）職員の技術的資質が向上する。 
中間評価時点で、DPWH 職員の技術的資質が向上しつつあると判断できる。その根拠と

しては、DPWH から 15 名が研修を受け、その参加者の研修満足度が高いこと（指標 2-1-2）、
研修のパートＩ「インフラ・マネージメント基礎コース」の参加者のインフラ実施管理運

営に関する理解とスキルに関しての水準が、研修前に 128 点中 28.13 点だったものが、研

修後 115.27 にまで上昇した。この数値は、インフラ実施管理運営に関する理解とスキルの
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理解が 68.1%に到達していることを示し、参加者のインフラ実施管理運営に関する理解と

スキルが改善している（指標 2-1-3）ことを示している。DPWH インフラ管理グループ参

加者の 80％が「プロジェクト・エンジニア」と同等の水準に上昇する（指標 2-1-1）、参加

者のインフラ管理スキルの現場への応用が拡大し効果的なものとなる（指標 2-1-4）につい

ては、現在その方向性に向って進捗している。 
 

アウトプット 2-2： ムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）政府 DPWH 内に、プロジェク

ト・エンジニアを育成するための指導者育成研修（TOT）の指導者が育

成される。 
中間評価時点で、ARMM 政府 DPWH 内に、プロジェクト・エンジニアを育成するため

の TOT の指導者が訓練されてきていると判断できる。その根拠として（指標 2-2-1、指標

2-2-2、指標 2-2-3、指標 2-2-4、指標 2-2-5、指標 2-2-6）は、今後の活動を踏まえて判断す

る必要があるが、研修で指導をする専門家の目から判断して、指導者としての能力を備え

ている人材が出てきているとの報告があげられる。 
 

アウトプット 2-3： 道路・橋・水システムなどの建設プロジェクトのための技術的プロポー

ザルを書くために適切なる諸機関が能力強化される。 
中間評価時点で、道路・橋・水システムなどの建設プロジェクトのための技術的プロポ

ーザルを書くために適切なる諸機関が能力強化されつつあると判断できる。その根拠とし

ては、DPWH-ARMM 及び ARMM 関連組織から 14 名がパート I：基礎コース：プロジェク

ト・プロポーザル〔フィージビリティ・スタディ（FS）〕作成の研修に参加し、目標達成

観点からの満足度（5 段階評価、 高が 5）において 4.6、又、研修の質という観点におい

て 4.4 をつけている。また、DPWH-ARMM 及び ARMM 関連組織からの 14 名が「プロジ

ェクト・コンセプト・ペーパー作成」の研修に参加し、目標達成観点からの満足度（5 段

階評価、 高が 5）において 4.5、又、研修（ワークショップ）の質という観点において

4.5 をつけている（指標 2-3-1 及び指標 2-3-2）。研修参加者の理解度とスキルの向上度は、

パート I について、研修前 64 点満点中 13.57 から、研修後 41.29 にまで上昇した（指標

2-3-3）。（指標 2-3-4）については今後の見極めによる。 
 

アウトプット 3-1： 選定ハラル製品のためのアクションプランが策定される。 
ハラル製品促進実施のための枠組みとアクションプランは開発された。ヤギ生産が特定

され、それに基づいたアクションプランとなっている。 
 

アウトプット 3-2： ARMM／県事務所において選定ハラル製品のビジネス支援情報サービ

スを提供するために職員が能力強化される。 
中間評価時点で、ARMM／県事務所において選定ハラル製品のビジネス支援情報サービ

スを提供するために職員が能力強化されつつあると判断できる。その根拠としては、TWG
の 22 名が「ビジネス支援」研修に参加し、19 名（19÷22=86.3％）がフォロースルー活動

に、又、第 2 回のフォロースルー活動には 20 名（20÷22=90.9％）が参加した（指標 3-2-1）。
ビジネス支援研修に関して、目的達成観点及び研修の質の観点から双方の研修受講者側の
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つけた満足度（5 段階評価、 高が 5）は平均 4.9 であった。第 1 回フォロースルー活動

に関して、目的達成度 4.9、又研修の質 4.8 であった。第 2 回フォロースルー活動に関して、

目的達成度 4.8、又研修の質 4.7 であった。すなわち、研修満足度は高い（指標 3-2-2）。ビ

ジネス支援研修において、研修受講者の研修前の水準、20 点満点中平均 3.3 から、研修後

9.0 に上昇しており、研修後の参加者の理解とスキルは向上している（指標 3-2-3）。加えて、

日本側専門家たちは、参加者のプレゼンテーションの観察や第 2 回フォロースルー活動の

成果を基に判断すると、メンバーが、ビジネスプランづくりのビジネススキルを更に強化

してきていると判断している。 
研修後の参加者の実践改善度（指標 3-2-4）、3 人の TOT 指導者として訓練を受ける（指

標 3-2-5）、TWG メンバー以外の 20 人の職員が TOT 指導者による試験的研修を受講する（指

標 3-2-6）、ビジネス支援職員のためのガイドが開発されること（指標 3-2-7）は今後の活動

による。 
 

アウトプット 3-3： 選定ハラル製品の生産・加工・品質管理についての技術支援を供与する

ために、職員が能力強化される。 
中間評価時点で、選定ハラル製品の生産・加工・品質管理についての技術支援を供与す

るために、職員が能力強化されつつあると判断できる。その根拠としては、生産・加工・

品質管理コントロール研修コースの一環として「ハラル認定」研修が成功裏に実施され、

経済開発 TWG メンバーの 20 人（目標値 80%に対して、20÷22＝90.9％）が、これを受講

したこと（指標 3-3-1）、研修の質を測る目安としての研修受講者の研修に対する満足度は、

5点満点中平均 4.7点を得ており、研修受講者の研修に対する満足度が高いこと（指標 3-3-2）、
研修受講者の理解とスキルの改善度を知るための、研修前テストでは 48.5%であったもの

が、研修後には 64.9%と上昇しており、研修受講者の研修後の理解とスキルの改善度が高

いこと（指標 3-3-3）、試験的 TOT が開始され 20 名が参加しており、3 人以上の TOT 指導

者として職員が訓練されつつあること（指標 3-3-5）があげられる。研修後の研修受講者の

実践改善度（指標 3-3-4）、TWG メンバー以外の 20 人の職員が、指導者による試行的な研

修を受講すること（指標 3-3-6）、学習教材及び促進教材が作られること（指標 3-3-7）につ

いては、今後の活動による。 
 

アウトプット 3-4： 選定ハラル製品の促進とマーケティングのための道具・キットが生産さ

れる。 
中間評価時点で、選定ハラル製品の促進とマーケティングのための道具・キットが生産

されつつあると判断できる。その根拠としては、全員が受講していることから、経済開発

TWG メンバーの 80％が、ハラル製品促進とマーケティングの研修コースで訓練を受ける

という目標値は達成していること（指標 3-4-1）、研修直後の評価アンケートを集計結果（集

計が終わっていれば引用）や参加者の態度から参加者の研修への満足度が極めて高いこと

（指標 3-4-2）ことがあげられる。研修後の参加者の理解度とスキルの向上（指標 3-4-3）
も研修後のテスト結果で今後確認される。研修後の参加者の実践改善度合いについては、

今後の経過が観察されて初めて判断できる（指標 3-4-4）、3 名の職員が、TOT 指導者とし

て研修を受講すること（指標 3-4-5）や TWG メンバー以外の 20 名の職員が TOT 指導者に
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よる試行的な研修を受講すること（指標 3-4-6）は今後の活動による。販促材料の開発は現

在検討が進んでおり、 終的な販促材料の開発（指標 3-4-7）及び実験的なマーケティング

活動の実施（指標 3-4-8）は今後の活動である。 
 
３－２ プロジェクト目標の達成度 

 プロジェクト目標： ARMM 政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅職員の能力が

育成される。 
プロジェクト終了までにプロジェクト目標は達成されると判断できる。すなわち、ARMM

政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅職員の能力が育成されつつある。 
 

以下に、行政管理、インフラ開発、経済開発、の各分野の PDM 上の指標ごとに状況を示す。 
 

指 標 

行政管理 
1-1 行政規程及び IRR の草稿 
1-2 参加している省庁の 75%が HRIS のアップデートを開始している 
1-3 3 人の職員（オペレーター）が HRIS の運用について指導することができる 

インフラ開発 
2-1 局内技術研修のための TOT 指導者が 3 人育成される 
2-2 DPWH のなかで、局内技術研修が導入される 
2-3 3 つのプロジェクト・プロポーザルが完成し提出される 

経済開発 
3-1 ビジネス支援デスクが開設され運営される 
3-2 関係省庁機関や州事務所及び地方自治体によるハラル製品生産の技術支援供与が開始さ

れる 

 
以下に、分野別・指標別に現段階の状況を示す。 
（1）行政管理 

1-1 「行政規程及び IRR の草稿」の進捗状況については、TWG により行政規程草稿が知事に

既に提出され、TWG によりアドバイザリー・カウンシルに行政規程の 新版が既に提出

された。行政規程 IRR の策定が開始され、現在議論が活発に行われている。 
1-2 HRIS については、初期入力を終え更新に着手しているのは 3 機関4（17 中 3 組織＝17％）

だが、本プロジェクトの研修に参加して人事情報を入力しているという点からいえば、

既に全組織が導入しており、今後の活動と目標達成への関係者の意欲を基に判断するな

らば更新組織の目標値 75％の達成は不可能ではない。これに加え、HRIS 分野でパソコン

操作ができなかった相当数の職員がパソコン操作をできるようになり5、人事記録の電子

入力数が増加したという事実も、将来の HRIS アップデートを下支えする根拠となってい

                                                        
4  DPWH、観光局、社会福祉開発局の 3 つの組織。 
5  各組織から人事管理担当者とコンピューター・オペレーターの 2 担当者が HRIS グループの研修に参加してい

るが、人事担当官のなかには当初、コンピューター・リテラシーのない者が少なからずいた。 
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る。 
注：今般の調査時に、PDM 上に示される「アップデート」の具体的内容が、研修時に初

期入力された人事情報を「更新する」ことを意味する6ことが確認された。 
1-3 教えることができる段階の能力を身につけつつあるメンバーは多くいる。現地での聞き

取りでは、よく理解している者として 16 人の名前が数えあげられた。ただし、HRIS グ

ループの議論の結果、組織の役割を考慮すると、知事官房（ORG）から指導者を出すこ

とが望ましいという結論に至っている。したがって、ORG に所属する職員のなかで、当

該事項に対する能力を得た人材は 4 人7である。日本人専門家の判断では、現時点では、

HRIS の運用について指導することができる職員として、ORG からの職員 2 名を候補と

してあげているのみであるが、今後プロジェクト期間 3 年目からは、HRIS の運用を指導

できる職員を育成することに力を入れていく予定としている。 
 

（2）インフラ開発 

2-1 局内技術研修のための TOT 指導者の育成状況に関しては、TWG メンバーの側から「だ

れがその指導者になるのか」とプロジェクトの専門家側に質問をしてくるだけの意識の

高いメンバーが出てきている。現段階では、何人が育成されたと示すには時期尚早であ

るが、このようなメンバーの自覚、換言すれば、意識の高さそのものが、既に指導者と

しての資質を裏づけるものといえる。 
2-2 「DPWH のなかで、局内技術研修が導入される」かどうかという点について、DPWH の

幹部8は具体的な構想9をもっている。 
2-3 中間評価時点で既に完成し提出されたプロジェクト・プロポーザルはまだないが、現在、

FS グループを 3 つの小グループ、すなわち、道路グループ、郡病院グループ、水供給シ

ステムグループに分けて、プロポーザルを作成中であり、「3 つのプロジェクト・プロポ

ーザルが完成し提出される」ことがプロジェクト終了までに実現する方向性にある。 
 

（3）経済開発 

3-1 及び 3-2 
   ビジネス支援デスクの準備状況、及び「ビジネス支援デスクが開設され運営される「ビ

ジネス支援デスクが開設され運営される」という表現に関して、プロジェクト対象地域

においていわゆる中小企業は実態として存在せず、むしろ零細農家や家族経営的小売が

存在する程度の環境では、「ビジネス支援デスク（Business Support Desk）」というよりは、

営農計画支援デスク（Extension Support Desk）という表現のほうが適切である、との議

論が TWG において現在なされている。すなわち、指標 3-1 で「ビジネスプラン」と現

時点で称されるものが「営農計画」と表現され、指標 3-2 で「技術支援供与」と称され

                                                        
6  今般の中間レビュー調査時において、PDM 上で使用される言葉の意味が明確に共有できていなかった点を次

のとおり明確にした。評価レポートに、”Updating the HRIS information” is defined as entering new data after 
completion of encoding. と示されている（評価レポート本文 15 ページ参照）。 

7  エドワード、マリアテレサ、マリラス、ジェニーの名前がローカル・コーディネーターから指摘された。 
8  アシスタント・セクレタリーの発言（2009 年 11 月 23 日聞き取りから）。 
9  8 つの郡事務所に対しマネージメント指導者 1 名、インフラ 1～2 名指導者を研修に配置し、研修の普及を進め

るという構想（案）である。 
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るものが「農業技術供与」と表現されることがより実態に即している。営農計画支援デ

スクの設置に関して、この支援デスクをどのレベル（Provincial level、Municipal level な
ど）に設置するべきかについて現在検討を重ねている段階である。様々な意見が出るな

か、現段階で結論を出すには時期尚早であり、今後十分な時間をかける必要がある。し

かしながら、これらのプロセスが進むなか、支援デスクが開設され、サービス提供が機

能する方向性で進んでいる（指標 3-1 及び 3-2）点については今般の調査で確認された。 
 
３－３ 実施プロセスにおける特記事項 

３－３－１ モニタリング状況 
● モニタリングがよく実施されている。具体的には、研修前後のアンケートなどのモニタリ

ングデータ収集のためのツールの活用、モニタリング指標の設定及び洩れのない記録、日

本人専門家の距離的制約をローカル・コーディネーター10との連携を駆使して首尾よく実

施している。 
● 通常業務との両立が必ずしも容易ではない場合もあるが、カウンターパートは日程をやり

くりして研修、TWG 活動に参加している。 
● 能力強化のために取られたアプローチが適切であったことが実施プロセスのなかで明ら

かになってきている。具体的には、ダバオを研修地にすることで紛争地域の制約を排除し、

TOT とフォロースルー活動を組み合わせた点が、本プロジェクトを円滑に推進し、中堅

職員の能力強化という効果の創出につながっている。 
● 経済開発分野では、プロジェクト実施が開始されたあと、正確にニーズを把握するために

基礎調査を実施し、HCDP のなかで行う内容を特定、当初計画を修正した。このように、

修正が的確、迅速に反映されている。 
 

                                                        
10  ローカル・コーディネーターは、プロジェクトによる雇用であるが、日本人専門家は、彼らをよく教育して、

プロジェクトの円滑な推進に活用している。 
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第４章 評価結果 
 
４－１ 5 項目ごとの評価 

４－１－１ 妥当性 

妥当性とは、プロジェクト目標及び上位目標が評価時点においても目標として意義を有する

か否かをみる評価項目である。プロジェクトの妥当性は以下の理由から、高いと判断される。 
事前評価時に確認された妥当性判断根拠につき変更がないことが、今般調査で再確認され、

妥当性は引き続き高いと判断される11。すなわち、第 1 に、「ミンダナオの和平と開発」はフィ

リピン政府（GoP）中期開発計画の重点課題のひとつであり、ムスリム・ミンダナオ自治区

（ARMM）政府の行政能力不足は当該課題解決の障害と認識されている。第 2に、日本政府（GoJ）
は、国別援助計画の優先課題のひとつとして「ミンダナオの平和と安定への支援」を掲げてい

る。なかでも ARMM 政府の行政強化を優先課題としている。第 3 に、ARMM は、長年にわた

る紛争の結果、組織としても個人としても十分な教育訓練や実務経験を積む機会がなく、組織

全体として著しい能力不足がみられる。幹部職員は政治任命のため短期（3 年単位）で交代す

る可能性が高い一方、中堅職員は常勤で長期の勤務経験があり、ARMM の行政能力向上には中

核となる集団であり、本プロジェクトのターゲット・グループである中堅職員のニーズが明白

である。 
 

４－１－２ 有効性 

プロジェクト目標の達成によりターゲット・グループにどれだけの利益がもたらされたか、

又、その達成がアウトプットの結果として成し遂げられたものか否かを確認することがプロジ

ェクトの有効性をみることであるが、第一義的には、プロジェクト目標がどの程度達成された

のか、あるいは、される見込みなのか、又、アウトプットがプロジェクト目標の達成に貢献し

たか否かをみることが有効性を確認することにほかならない。本プロジェクトの有効性は以下

の理由から高いといえる。 
 

(1) プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標達成度については、既に述べた（「3-2 プロジェクト目標の達成度」

参照）とおりであるが、中間評価の行われた時点において、終了までのプロジェクト目標

の達成見込みは高いといえる。行政規程草稿が策定され、その施行細則（IRR）の草稿が

進捗していること、既に人事情報システム（HRIS）の更新を開始している 3 機関に加えて、

それ以外の関連組織も更新に意欲をもち、又その多くが更新開始に必要な能力を備えつつ

ある方向でプロジェクト活動が進んでいること、HRIS の運用について指導することがで

きる可能性のある職員（オペレーター）数が目標値の 3 人を既に超えていること、公共事

業局（DPWH）内技術研修のための指導者育成研修（TOT）指導者が 3 人育成される可能

性が高いこと、DPWH のなかで、局内技術研修導入の具体的な案が存在すること、プロジ

ェクト終了時までに少なくとも 3 つのプロジェクト・プロポーザルが完成し提出される可

                                                        
11  今般、本調査中の 11 月 23 日にマギンダナオ州知事選挙に関連した虐殺事件が発生し、日本人の当該地への

渡航に制約が出たが、このような政治情勢に絡む治安の観点などからの判断については、本プロジェクト個

別の問題ではない外部条件となるため、今後の政策的方針の転換については引き続き着目の必要がある。 
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能性が高いこと、ビジネス支援デスクの設置のための議論が現在活発に進められており、

ビジネス支援デスク（＝営農計画支援デスク）が開設され運営される可能性が高いこと、

その延長線上にある関係省庁機関や州事務所及び地方自治体によるハラル製品生産の技

術支援供与が開始される可能性も同様に高いこと、が主たる根拠である。 
 

(2) プロジェクト目標達成に貢献したアウトプット 

創出度合いが異なるという意味で貢献の程度は異なるものの、プロジェクト目標達成の

ために設定された 9 つのアウトプットは、すべて目標達成に貢献している。すなわち、ア

ウトプットの発現が目標達成に寄与したと考えられることから、有効性は高い。 
 
(3) プロジェクト目標達成の促進要因と阻害要因 

以下の点が促進要因として考えられる。 

 
【能力強化のための適切なアプローチ】 

ダバオを研修地にすることで紛争地域の制約を排除し、TOT とフォロースルー活動を組

み合わせた点が、本プロジェクトを円滑に推進し、中堅職員の能力強化という効果の創出

に貢献している。 
 
【ARMM 側プロジェクト関係者の熱意と工夫】 

関係者の熱意は具体的な「工夫」に現れている。本プロジェクトの研修は通常の業務地

コタバトから陸路 4 時間を要する地に位置するダバオにおいて開催されている。各局にお

いて中核をなすテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）メンバーが、日常業務現場を

離れ研修期間の 1 週間、職場には戻れない場所に滞在する、というプロジェクト活動（研

修）と日常業務との両立は容易ではない。しかしながら、研修参加への熱意から、スケジ

ュール調整、及び自身の業務責任遂行のための指示・協力体制を整えて研修に参加してい

る。 

 
【TWG の的確な人選】  

TWG メンバーの的確な人選、すなわち、各局において実務を推進していく役職及び実

質的能力のあるメンバーが人選されたことで、実際業務と結びついて質の高い研修の推進

がなされた。また、その TWG メンバーによる本プロジェクトの活動推進も支えられてい

る。行政管理部門についていえば、TWG メンバー人選過程において、当初、政治的なコ

ネのみで推薦されたものの意欲のない人間は淘汰されたと報告されている。また、インフ

ラ開発部門では、人選にかかわったリーダー達が、メンバー（候補）となる人材の技術力

を含めた能力を熟知しており、それに基づき人選したこと、経済開発分野はプロジェクト

側から提供される研修内容を受けとめるだけの許容力をもつ人材が集められたことが功

を奏している。 

 
【研修内容のニーズへの合致からくる研修インターバルの活用】 

研修内容が、研修受講者の現実のニーズに非常に合致していたことが、上述の適切な人
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選とあいまって、研修受講者である TWG メンバーの強い学習意欲を生み出した。その結

果、プロジェクト投入の専門家とともに行う研修当日の活動からの吸収を 大限にするた

めに、研修のインターバルに行う次期研修への準備、例えば、各職場での IRR に関連する

議論やインフラ研修におけるデータ準備などが徹底的に行われている。 

 
【紛争地域における実施上の配慮と工夫】 

長く紛争の続いた地域にあり、行政能力が低いのみならず、荒廃した人心や社会に配慮

して、事前の根回しや丁寧な粘り強い説明、困難な状況に際しても可能な代替案を柔軟に

駆使しながら、関係者が活動の中断の回避しつつ進めてきたことは、定量的に示すことの

できない性質のものであるが、極めて大きなプロジェクト前進への要因であり、特筆に値

する12。 
 

プロジェクト目標達成に対する大きな阻害要因は特段認められないが、治安の観点から

日本人専門家の訪問できる地域に制約があることや、活動の突然の中断、時折起こる武力

事件によりカウンターパートの集中力がそがれることなどは、プロジェクトの目標達成の

ペースを遅らせている。 
 

４－１－３ 効率性 
効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入が成果13にどれだけ

効率的に転換されたかを検討する。本調査にあたり、各アウトプットの達成度及びそれらに対

する投入の手段、方法、時間/期間、費用の適切度、又その投入に対して現れ始めている成果を

検討した結果、プロジェクトの効率性は十分であると判断される。詳細は以下に示すとおりで

ある。 
 

(1) 投入の妥当性 

日本側とフィリピン ARMM 側双方の投入は、以下に示す理由から、意図したアウトプ

ットを生み出すためにおおむね必要で十分なものであったといえる。 
【日本側投入】 

 - 専門家は、プロジェクトのなかでそれぞれに期待された役割を果たした。日本側専

門家の派遣のタイミングや質の高さは適切であった（詳細に関しては、付属資料 2
「評価報告書」の Annex-7 にある派遣された日本側専門家リスト参照）。 

 - カウンターパート研修の時期、期間、内容は適切であった（日本でのカウンターパ

ート研修参加者リストは付属資料 2「評価報告書 Annex-6」参照）。 
 

                                                        
12  本プロジェクトは業務実施で行われており、ICNet 社の水面下での努力活動が認められる。例えば、本プロジ

ェクトの総括を勤める者は、本プロジェクトに先立ち、JICA 専門家として同地域を担当し、地域人材との間

にネットワークと信頼関係を構築していたこと、それらの社会的資本を基に、業務実施者として柔軟な発想

と判断を行ってきており、それがよい結果につながっていると考えられる。ダバオに中心事務所を置くこと

や関係者への繰り返しの事前の根回しや心理的配慮などがよい例である。 
13 正確には、Output と Outcome を成果とするが、Outcome の発現には時間を要することから、現実には、アウ

トプットを中心としてみることとなる。 
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【フィリピン側投入】 
 - カウンターパートの配置は予定どおりであり、配置されたカウンターパートの数は

十分であった。 
 - コンピューター施設の建設が約 1 年遅れた14が、中間評価時点では建設が完成して

おり、今後の活動については負の影響は予測されない。 
 

(2) アウトプットの達成度 

プロジェクトは、意図していたアウトプットを満足のいく段階まで達成した（詳細につ

いては、「3－1－2 成果（アウトプット）の達成状況」を参照）。 
 
(3) 成果（アウトカム）の発現 

ARMM の行政能力を支える職員のキャパシティーが強化されてきている。行政管理、イ

ンフラ開発、経済開発に係る行政従事者は、知識・技術を身につけ、自信をつけ、責任感

を強め主体性を高めるなど意識が変わってきている。プロジェクト目標達成の見込みにお

いて記述したとおり、発現している成果が十分に大きなものであり、そのためになされた

投入との比較からも効率性は高いといえる。 
 

(4) 紛争地域における事情 

ARMM における日本人専門家の派遣を伴う技術協力プロジェクト（TCP）は本案件のみ

であり、同地域における同スキームでの比較ができない。ただし、スキームは異なるが、

ミンダナオ地域における緊急開発調査においては治安状況の変化により、セキュリティー

面等に対応するため当初の想定額よりも増加したことは参考になる情報である。一方、ダ

バオで実施したことで、コタバトで実施していれば活動の中断に多く追い込まれたであろ

う事態と比較した観点からは、余計に支出しなければならなかったであろうコストが抑え

られる結果となっており、効率性を高めているといえる。 
 

４－１－４ インパクト 

インパクトとは、プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的な正負の効果

のことである。本調査では、計画時に意図された効果及び予想されなかった効果を検討した結

果、いくつかのプラスの効果が得られ、又発展しつつあることが確認され、プロジェクトの正

のインパクトは以下のとおり強いと見込まれる。 
上位目標は意図された中長期的な正のインパクトであるが、上位目標「ARMM 政府の行政能

力が向上し、経済開発が推進される」ことについて、関係者のほとんどが肯定的な意見をもっ

ている。すなわち、行政管理分野では、「行政規程及び IRR の実施」が将来的に実現する可能

性は高いという意見が関係者の意見であり、参加している省庁すべてが、プロジェクトの研修

のなかで HRIS を導入している。インフラ開発分野では、フィージビリティ・スタディ（FS）
への需要が極めて強いこともあり、自治区政府（ARG）により実施される FS 数は増加するで

                                                        
14  それに伴い、研修のための代替場所を確保するなどの想定外の労力を要した。また、建設完成へ向けて、JICA

専門家側が粘り強い催促と精神的支援を ARMM 側に行ったことも、定量的に示せるものではないが、ある種

の投入といえよう。 
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あろうと関係者はみている。さらに、経済開発分野においては、ハラル産品のアドボカシーが

進むなか、認定ハラル産品の増加が見込め、「ARMM 内における対象商品の総売上げ上昇」や

「家畜など対象商品を生産する小規模・零細農家がビジネスをより効果的に運営できるように

なる」ことについて、当該分野の有識者は、肯定的な分析をしている。 
上位目標達成の指標についての詳細は、以下のとおりである。 

 
指 標 中間評価時点での状況 

• 「行政規程及び IRR の実施」が

将来的実現の方向性にあること

を示す情報・データ・関係者意見 

「行政規程及び IRR の実施」が将来的実現する可能性は高いという意見が

関係者の意見であり、これと異なる意見は聞かれなかった。現在、実質的

に行っていることであるし、議会の人々も知事の周辺の人間であり、知事

が認めたことに反対することは難しいとプロジェクト・マネージャーも考

えている。 

• 「人的資源管理のための HRIS
活用」が将来的実現の方向性にあ

ることを示す情報・データ・関係

者意見 
 

既に、参加している省庁すべて（17 中 17 省庁）が、HRIS を導入しており、

プロジェクト終了までには、対象職員の人事情報がすべて 1 度入力され、

修正・追加などの、人事情報の運営管理までの実施が予定されている。各

省庁から研修への参加者の約 70％は、HRIS を取り扱うのに十分な知識と

コンピューターの基礎知識を保有しており、それぞれの省庁内において、

講師人材としての活躍が期待される。 

•「ARG〔RIP/州規模インパクト

プロジェクト（PIP）〕により実施

されるプロジェクトの改善」が将

来的実現の方向性にあることを

示す情報・データ・関係者意見 

専門家の意見（土木技師の研修を供与する同分野専門家）では、肯定的。

• 「ARG により実施される FS 数

の増加」が将来的実現の方向性に

あることを示す情報・データ・関

係者意見 

FS への需要が極めて強いことを根拠に、ARG により実施される FS 数は増

加するであろうと知事官房（ORG）役員はみている。 

• 「認定ハラル製品の増加」が将

来的実現の方向性にあることを

示す情報・データ・関係者意見 

ORG 役員は、ハラル産品のアドボカシー（提唱、宣伝・広報）が強く行わ

れてきており、それに呼応して消費者の意識も高まってきている。その結

果、ハラル産品への需要が存在していることを根拠に認定ハラル産品の増

加は見込めるとみている。 
当該分野専門家である南ミンダナオ大学教授の意見としては以下のとおり。

・「認定ハラル産品の増加」は確実に起こる。ハラル・イニシアティブが

開始されており、それに各組織が参加してきている。例えば、Region 12
では、毎月ハラル活動を実施しており、関連施設としてハラル科学センタ

ー（Halal Science Center）が設置された。ナショナルレベルでも各種イベ

ントも行われており、大きなハラル産品の市場がある。 
・ハラル産品は必ずしも宗教的にイスラム教徒だけのものではなく、健康

に関心があり、有機栽培・健康産品に関心のある人であればイスラム教徒

以外でも関心をもつものである。人々のハラル産品への関心は高まってい

る。この関心に裏づけられる形で、認定ハラル産品の増加が見込める。 
・南ミンダナオ大学では、来年から養鶏ハラル産品コース（Diploma Course 
in Halal Livestock Poultry Production）を設置する。 

• 「ARMM 内における対象商品

の総売上げ上昇」が将来的実現の

方向性にあることを示す情報・デ

ータ・関係者意見 

当該分野専門家は、ARMM における対象商品の売上増加も見込める。数

年をかけて 20％程度の増は見込めるのではないかと分析している。 

• 「家畜など対象商品を生産する

小規模・零細農家がビジネスをよ

り効果的に運営できるようにな

る」ことが将来的実現の方向性に

あることを示す情報・データ・関

係者意見 

TWG の指導するモデル農家に技術指導の成果、すなわち、ヤギ生産が増

加し、経営が合理的・効率的になった農家が出てきていると報告がなされ

ている。 
当該分野専門家は、家畜など対象産品を生産する零細農家がより効果的に

ビジネスを運営することができるようなるという点についても肯定的で

あり、数年で 50％の農家が向上すると予測している。 
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ただし、その効果発現が「行政官の能力が向上する」、その結果として「ARMM 行政サービ

スが改善される」、その結果として「経済開発が進む」ことが時系列に起こることを前提とす

ると、現在のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）上に示された指標を完全に満た

すには、厳密に 3 年以内で達成すると断言することは難しい。 
 
意図しなかった正のインパクトは、以下のとおりである。 
(1) チームワーク・組織間の協働 

HRIS の研修のなかで、同組織の異なる部署、組織の人間が積極的に協力し合い、お互

いの理解を助け合うような場面が多く観察されるように変化してきている。1 度の研修に

約 7 組織が集められて研修が実施されているが、そのなかで組織間の協力も多くみられる

ようになってきており、個人主義的な発想しかもっていなかった研修受講者が、チームと

して研修に取り組むようになってきていると報告されている15。 
 

(2) 中堅職員の自信の創出 
ヤギ農家への指導、建設現場での実践、インフラに関するプロポーザル書きへの活用な

ど、単なる知識や技術の習得のみでなく、それらに裏づけられた、又、実践的・体験的な

習得活動を通した知見の蓄積により自信が現れてきている。 
 

(3) 本プロジェクトへの関心の高まり 

本プロジェクト活動の成功が周辺に伝わり、本プロジェクトの研修へ参加を希望する

ARMM 関係者が現れてきている。 
 

(4) その他 

必ずしも本プロジェクトの結果ということではないが、南ミンダナオ大学では、来年か

ら「養鶏ハラル産品コース（Diploma Course in Halal Livestock Poultry Production）」の設置

が決定されている。このプログラムを推進する南ミンダナオ大学教授は、HCDP の経済開

発分野 TWG のリソースパーソンであり、相互の密接な連動が存在するといえる。 
 

なお、負のインパクトについては、特段観察されなかった。一時的に、ARMM 政府が独自

に設置した部署と権限委譲された部局との役割の重複、部局内の部署内の権限と役割のあい

まいさを是正するために行政規程や IRR を議論する過程で、組織の既得権益や機能・権限を

変更することに対する抵抗が現れたが、現時点では関係者の合意に至っている。 
 

４－１－５ 自立発展性 

自立発展性とは、わが国の協力が終了した後も、プロジェクト実施による便益が持続される

かどうかを検討する評価項目である。具体的には、ORG、貿易産業局（DIT）、DPWH といった

カウンターパート機関がどの程度、プロジェクト実施時に受けている効果を終了後に維持でき

るかを問うものである。 

                                                        
15  HRIS を指導する日本人専門家の観察による。アンケート回答より。 
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本プロジェクトの自立発展性は、一定の条件が整えば確保されることができると見込まれる。

組織的・政策的、財政的、技術的な観点から以下に詳述する。 
 
 (1) 組織的・政策的自立発展性 

本プロジェクト TWG のメンバーは、関連省庁の幹部を含めた中堅職員から構成されて

おり、今後もそれぞれの組織のなかで重要な役割を果たしていく人材である。すなわち、

一個別プロジェクトのワーキンググループという意味での本プロジェクト TWG が解散さ

れたとしても、それぞれの構成員は、実質的な行政の推進力として今後とも存続し、機能

し続けていく。換言すれば、ARMM 政府における TWG の今後の位置づけは、実質的に継

続性のあるものとなっている。また、組織の機能や責務などを定める行政規程及び現在策

定中の IRR は、ARMM 政府の機能を明確にするものであるという本質から、その推進に

向けた政治的意思が継続すると考えることは自然である。中間評価時点で、本プロジェク

ト成果の継続的支援の政治的意思が表明されている16。 
 
 (2) 財政的自立発展性 

研修を主たるコンポーネントとする本プロジェクトの成果を発展的に継続することは、

プロジェクト終了後の ARMM による更なる研修実施を意味する。本プロジェクト実施段

階から予算の確保、財政支援の継続性については、ARMM のみで十分に対応できる内容を

仕込んでいることから、各組織の通常業務に正式に組み込んで、必要予算の確保に注力す

ることが課題である。例えば、ARMM の自助努力により研修を継続させていくために、コ

ンピュータールームが建設されたが、同施設を用いた研修を継続的に実施することで、

HRIS への入力情報の更新、更に今回対象となっていない省庁に対しての HRIS 活用のため

の研修を安価に実施することは、技術的には可能である17。一方で、本施設の使用方法と

各省庁の人事情報の更新をどのように展開するのかは中間評価段階では決定されていな

い。 
 
 (3) 技術的自立発展性 

まず、ARMM 政府の中堅職員への技術移転のペースは、時間を要するものの着実に中堅

職員は知識・経験を積み重ねてきており、技術は移転されつつある。行政管理分野では、

法律分野の専門家ではない人材が、今般の行政規程や IRR を策定する議論のなかで相当な

知的訓練を積み重ねた結果、組織図を見ただけで、当該組織の各部署の業務分担・機能な

どを想定できるだけの力量がついたとの報告もある。ある TWG メンバーは、本プロジェ

クト TWG の議論及び活動水準は大学の法律系学位取得に値する内容であると自負18して

いる。HRIS についても、人に指導できる水準に達しつつある TWG メンバーも相当数19出

                                                        
16 「人事情報を含めた知事官房（Administrative Management Services Office of the regional governor）が政策継続

とメンテナンス支援に関する政治的意思を表明している」との情報がアンケートの回答に寄せられた。
 

17 日本人専門家、コンピュータールームの運用そのものの経費は、月 50 米ドル程度（見込み）で、ARMM のみ

で十分に対応できる。しかし、コンピュータールームの施設そのものの修復費、運営費、光熱費などの支払

いについては、若干の心配が残る。 

18 同時に、この活動を何らかの形で学術研究機関により認定される可能性を探りたい旨の発言も出た。 
19 日本人専門家とよく協力して働くローカル・コーディネーターによる数えあげでは 16 人となっている。 
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てきている。インフラ分野については、研修で学習したことが各自の日常業務に生かされ

つつある。例えば、実際の建設現場において研修で獲得したことを生かし、建設監督とし

て助言指導している。また、プロポーザル書きにも活用し、実際プロジェクト・プロポーザル
20を提出するなど、これまで負担に感じていた業務にも、従来よりも円滑に取り組めるようにな

ってきている。経済開発分野については、試験的な TOT が開始されたばかりだが、研修参加

者は実際に農家を訪問し支援するという活動のなかで、関係者は自信をもって助言指導が

できるようになってきている。 
また、養成・能力強化された中堅職員の ARMM 政府（各部署）への定着度は高い。TWG

メンバーの関係のない部署への異動は、経済開発分野 TWG に所属する地域計画開発室

（RPDO）職員 1 名21にとどまっている。 
さらに、ARMM 政府自身による人材育成・能力強化の研修計画については、今後の課題

であるが、本プロジェクトの成功裏な進捗に伴い、更なる研修への期待が高まっており、

研修に参加したいという ARMM 関係者が増えつつある環境のなかで、研修講師育成の重

要度はますます高まっている。したがって、現在、技術移転を受け、能力を強化しつつあ

る TWG メンバーが、プロジェクト後半の活動を通して、講師となる力を完全に獲得して

いくことで、技術的な観点からの自立発展性が高まる。 
 
４－２ 結 論 

 紛争地域という特殊環境にありながら、プロジェクトの活動は、関係者の努力により前進して

いる。特に、関係者間への事前の説明や信頼関係づくり、柔軟な発想で安全確保のうえで活動継

続に対応するなどの努力は特筆に値する。中間評価時点で、行政管理、インフラ開発、経済開発

のそれぞれのアウトプットが産出され効果が現れつつある。ARMM政府の行政管理、経済開発、

インフラ開発分野の中堅職員の能力は育成されつつある。今後、自立発展性を確保するための

中間評価団の提言を考慮して予定している活動を実施するならば、プロジェクト終了までにプロ

ジェクト目標は、十分に達成されると判断できる。評価 5 項目の観点からは、政策やニーズに合

致している観点から妥当性は高く、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成される見

込みが高いことから有効性も高い。また、安全管理の観点からダバオを拠点にした運営もプラス

に働き、無駄な投入が存在せず十分な効果が表れつつあることから効率性も十分である。インパ

クトは開始後 1 年半で判断するには時期尚早であるが、関係者の意見から判断すると時間の経過

とともに達成されることが見込まれており、大きいと見込まれる。自立発展性については、中間

評価団が出した提言に示されるようにいくつかの条件が満たされるならば確保し得る。 

                                                        
20 “The Project Proposal on the upgrading of 1-km Shariff Aguak-Limpongo Road under the Strategic Regional 

Infrastructure (SRI) of the ARMM Social Fund Project (ASFP)” 
21 RPDO の Merle A. Ajjao さん（Division が Economic Division から MICAD=Macro Inter-sectoral Coordinating 

Assistance へ）が TWG から抜け、別の人が任命される予定。 
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第５章 提言と教訓 
 
５－１ 提 言 

 本プロジェクトにおいては、JICA フィリピン事務所の支援を受けつつフィリピン側カウンター

パート・日本人専門家の協力の下、対象地域の不安定な治安状況、ムスリム・ミンダナオ自治区

（ARMM）政府の組織的脆弱性、排他的な文化・社会構造等の困難な所与の条件のなかで、着実

に成果をあげてきていると判断できる。中間評価時以降に、プロジェクトが以下の調査団の提言

に配慮し、成果・活動にかかわる運営管理を行っていけば、プロジェクトの目標の達成等は可能

であると想定される。 
 

５－１－１ 行政管理分野 
(1) 人事情報システム（HRIS）オペレーター育成の手順とその資質等の更なる明確化（HRIS

との記載も見あたる、要統一） 
HRIS オペレーターは、単なるインストラクターではなく、今後 ARMM 内において HRIS

を稼動させていくうえでのリソースパーソンとしての活躍が期待される。この点からも、

中間評価以後において、16 名のインストラクター候補者からいかにインストラクターを選

出し、彼らに具体的にどのような資質・能力・役割を求めていくのかを、フィリピン側・

日本側によって早期に決めていく必要がある。 
 

(2) HRIS 及びコンピューター施設・機材を含めた更新・管理体制の明確化 
ARMM 政府各省の HRIS の更新サイクル及び活用方法等を明確化するとともに、それら

を円滑に実施していくために、新しく建設されたコンピューター施設をどのように活用し

ていくかを、ARMM カウンターパート・日本人専門家の間で協議し、活用計画の策定を行

う必要がある。 
 

５－１－２ インフラ開発分野 
(1) トレーナー育成の手順とその資質等の更なる明確化 

本トレーナーは、単なるインストラクターではなく、今後 ARMM 公共事業局（DPWH）

における様々な公共事業実施の支援及び監督を行っていくうえでのリソースパーソンと

しての活躍が期待される。この点からも、中間評価以後において、15 名のトレーナー候補

者からいかにトレーナーを選出し、彼らに具体的にどのような資質・能力・役割を求めて

いくのかを、フィリピン側・日本側によって早期に決めていく必要がある。 
 

５－１－３ 経済開発分野 
(1) ハラル製品に関するビジネスサポートデスク（仮称）に関しての協議・明確化 

中間評価において、当該センターに関しての協議が始まったと報告があった。残された

活動可能な時間からも、今後は、協議の推進と当該センターの正式名称・所属組織・業務

内容・人員配置等に関してフィリピン側・日本側の双方において、早期に明確化し合意す

ることが必要と思われる。また、活動の一環としてトレーナー・ガイドブック等も作成さ

れる予定になっているので、それらとセンターの役割等の関連づけに関しても注意してほ
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しい。 
 

(2) ハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイス業務に関しての明確化 
中間評価において、当該技術アドバイスに関しての実験的な事業が始まったと報告があ

った。残された活動可能な時間からも、今後は、実験的事業からの教訓の抽出を着実に実

施し、当該技術アドバイス業務の実施組織・業務内容・人員配置等に関してフィリピン側・

日本側の双方において、早期に明確化し合意することが必要と思われる。また、活動の一

環としてトレーナー・各種教材等も作成される予定になっているので、それらとアドバイ

ザー業務の関連づけに関しても注意してほしい。 
 

５－１－４ 自立発展性に向けた取り組み 

紛争影響地域内にあり、1990 年の設立以来武力衝突や紛争の影響を受け、現在もなお対象地

域の治安状況は極めて不安定であるプロジェクトサイトにおいて、本プロジェクトは活動を 1
歩ずつ各自に実施してきたといえる。 

今後は、プロジェクト終了後を見据えて、ARMM 地域内でプロジェクトの成果が自立発展性

を少しでももてるような形で事業を運営していくことが望まれる。また、JICA プロジェクトに

よって、ARMM 政府内に新たな業務を追加するということであれば、量の多少を問わず追加の

人員・予算等の必要性が発生することからも、終了に向けた十分な配慮が必要と思われる。 
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第６章 総括所感 
 
 本中間評価調査団は、プロジェクト実施期間中の中間時において、プロジェクトの実績と実施

プロセスを検証し、5 項目評価の主に妥当性、効率性などの観点から評価し、必要に応じて計画

の見直しや運営体制強化を図ることを目的として派遣された。団員は、ダバオ市・コタバト市等

で、カウンターパートである各テクニカル・ワーキング・グループ（TWG）メンバーへの聞き取

り調査、研修の視察等、プロジェクト実績に関する成果等の検証を行った。プロジェクト側から

は、成果・活動の達成指標に関しての情報提供を受け、総じて十分な情報収集を行うことができ

た。本調査団は、これらの結果を JICA5 項目評価の基準にのっとり総合的に分析した結果、本プ

ロジェクトにおいては、プロジェクト終了時までに本調査団からの提言に配慮し、事業運営を行

っていくことにより、当初予定されているプロジェクト目標及び成果を達成することは十分可能

であると判断し、その内容に関して 2009 年 12 月 2 日の JCC にてムスリム・ミンダナオ自治区

（ARMM）側と合意した。 
 本調査団訪問中の 11 月 23 日、マギンダナオ州知事選挙に関連した虐殺事件が発生し、個人的

には対象地域内での十分な調査時間がもてず、以下に所感として述べている内容には分析不足の

点もあるかと思われるが、ARMM 人材育成プロジェクトへの提案として団長所感を述べることと

したい。 
 
１．プロジェクトの外部環境の把握 

 本プロジェクトは、対象地域の不安定な治安状況、ARMM 政府の組織的脆弱性、被害者・被差

別意識が強い社会心理と排他的な社会構造等の困難な環境下で実施されている。通常これらの問

題を抱えている場合、阻害要因が簡単につくられる、事件・政情の影響を受けやすい、長い期間

にわたり活動の停滞を招く等の事態に陥りやすい。 
 本調査団中の 11 月 23 日にもマギンダナオ州知事選挙に関連した虐殺事件が発生した（詳細は

後段）。この悲惨なできごとによって、本地域の総体的な状況が、今後どのような方向に進んでい

くのを理解するには、今後数か月を要するかもしれない。また、この事件を発端としてこの地域

あるいはプロジェクトに負の影響が起こる可能性も否定はできない。このような外部環境をもつ

プロジェクトを実施していくうえで以下のことを提言したい。 
 

（1） 的確な外部環境の把握 

途上国（特に紛争地等）では、正確な情報の入手といったものが困難であることが多く、

入手した情報が、先入観・推測等によってバイアスを受けていないか、関係者の目できちん

と確認されたものなのか等の情報の質の違いを認識・分析することが重要である。プロジェ

クト事務所はリスク管理の観点から、ダバオに置かれているが、コタバト事務所のスタッフ

との間で、今後も十分な情報共有を継続していってほしい。 
 

（2） プロジェクト運営のリスク管理と柔軟性 

途上国（特に紛争地等）においては、突発的な事件により、何か月も事業の進捗が見込め

ないことが、簡単に発生する。その際は、期限を決め、柔軟に対応していけるように日頃か

らオプション等を想定しておく必要がある。 
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２．明確な到達点の設定と認識 

 現行の技術協力の評価の枠組みでは、本案件のような紛争地・脆弱な政府の下で実施している

プロジェクトを評価することには限界がある。特に達成指標に関しては、プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（PDM）に書き得る情報に限りがあることなどからも、どのような状況になれ

ば、関係者が「達成した」と合意できるかがあいまいな場合がある。以下は、今後、終了時評価

に向けて関係者間の達成指標に関しての相互理解を進めるための留意点としてあげておきたい。 
 
(1) 的確な外部環境の分析に基づいた「明確な達成目標」と「その評価基準」の設定と共有 

プロジェクト目標の到達点はどの程度でよいのか、3 年後の上位目標は具体的には何を指

しているのか、関係者の間でしっかりとした共有認識をもつ必要がある。 
例えば、以下のことを JCC の場や関係者の多く集まる打合せ等の場で、発表・議論したり

することは達成目標の明確化と共有に寄与するものと思われる。 
● 現在の指標を定量的に量るものは何か 
● 能力強化の結果、求められる人材像はどのようなものか 
● プロジェクト終了後の ARMM 人材育成に関する 3 ヵ年計画 
 

(2) 長期的な視点（能力強化・制度改善等）と短期的な視点（研修結果・改善計画策定等）の

バランス 

(1)の目標設定の際には、長期的なものと短期的ものを分けて考える必要がある。例えば、

能力強化の成果・制度改善の定着には時間がかかる。紛争地では阻害要因が多いいために、

実際にこれらのことが第三者に認識されるまでには更に時間がかかる。そのため、プロジェ

クトの目標あるいは達成指標としては適切ではない場合が多い。プロジェクト実施期間・あ

るいは 3 年後といった具体的な期間に基づいた達成目標を設定することや、実施プロセス・

実施結果の詳細な記録から指標を作成する等の工夫をすることは重要である。 
 
 これまでもプロジェクトは上記の提言の内容に関連する活動を行ってきている。例えば詳細な

現状認識のための基礎調査実施とそれに基づく活動の修正、事業実施への悪影響を避けるための

ダバオでの研修実施、定期的モニタリング・評価の実施、ナショナルスタッフの実施能力強化等、

これらは今回のプロジェクトの進捗に大きく貢献している。 
 今後は、上記の提言を受けて、これらの活動の更なる継続あるいは強化を行い、終了時評価と

いうひとつの節目に向けて、プロセス・結果の透明性と明確性をより高めていってほしい。 
 以下は各分野別の所感として追記する。 
 
３．行政規定及び施行細則（IRR）の草稿 

 行政管理TWGは行政規定を作成する過程でARMM政府のあるべき姿を議論する貴重な機会と

なっており、参加者の満足度は高く、自信をつけている。行政規定は法制化されていないが、草

稿は既に TWG から知事及びアドバイザリー・カウンシルに提出されているため、近い将来法制

化に向かうと考えられるし、法制化されなかったとしても、TWG メンバーが身につけた知識は今

後の行政に生かされると考えられる。 
 現在草稿が進んでいる IRR は、本来行政規定が定められてから草稿されるべきであるが、プロ
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ジェクトの資源及び期間を有効活用するためにも、同時作業が適切である。行政規定が法制化さ

れた時点でレビューをする手間が増えるが、プロセスを理解している TWG メンバーであれば、

ある程度短時間でできるものと考えられる。 
 
４．人事情報システム(HRIS)研修及びコンピューター施設 

 HRIS のアップデートは全参加機関（17 省庁）で開始されており、順調に進んでいる。一方、

プロジェクト開始前に想定していなかったコンピューター施設が建設されたことで、今後のアッ

プデートの体制があいまいとなっている。早期にプロジェクトチームを含めた ARMM 側と JICA
で今後の体制につき議論を行うことが望まれる。 
 
５．インフラ開発分野 

 同分野は日本人専門家ではなく、フィリピン人専門家のパユモ氏が取り仕切っているが、

ARMM 側と信頼関係を構築しており順調に推移している。今後は、確実にプロジェクト目標の指

標を達成するべく、活動に注力してほしい。 
 
６．経済開発分野 

 同分野に関しては、プロジェクト目標の達成指標の具体的な内容を早急に作成し、達成に向け

た具体的な活動にシフトする必要がある。 
 
７．特記事項 

(1) 11 月 23 日に発生した誘拐虐殺事件の経緯 
2010 年に実施されるマギンダナオ州知事選への立候補を届け出るため、同州ブルアン市か

らシャリフ・アグアック市に向かっていたジャーナリストを含むエスマエル・マングンダダ

トゥ氏の夫人一行がサニアグにおいて武装集団に拉致され、うち 57 名が遺体で発見される事

件が発生した。同事件の発生を受け、大統領府は 24 日、コタバト市、マギンダナオ州、スル

タン・クダラット州に対し、無期限の非常事態宣言を発令し、検察は首謀者とみられるダト

ゥ・ウンサイの市長であるアンダル・アンパトゥアン・ジュニアを 1 日、殺人罪で起訴した。

また、ARMM 政府はプノ DILG 長官の管理下に入っている。 
 

(2) 事件に対する JICA の対応と本調査の対応 
JICA は 24 日、非常事態宣言の発令を受け、コタバト市に滞在する援助関係者にマニラで

の待機を指示した。本調査団は、25 日のフライトでマニラに戻ることとなり、26 日以降のコ

タバトでの現地調査を中止せざるを得なくなった。本調査では、26 日までに収集した情報に

基づき評価を実施した。 
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